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国
家
公
安
委
員
会
告
示
第

号

平
成
十
年
国
家
公
安
委
員
会
告
示
第
二
十
四
号
（
道
路
交
通
法
施
行
規
則
別
記
様
式
第
十
四
の
備
考
６
等
の
規
定
に
基
づ
き

、
国
家
公
安
委
員
会
の
定
め
る
書
面
を
定
め
る
件
。
附
則
第
二
項
に
お
い
て
「
旧
告
示
」
と
い
う
。
）
は
、
廃
止
す
る
。

平
成
二
十
二
年

月

日

国
家
公
安
委
員
会
委
員
長

中
井

洽

附

則

１

こ
の
告
示
は
、
道
路
交
通
法
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
内
閣
府
令
（
平
成
二
十
二
年
内
閣
府
令
第

号
。
次
項

に
お
い
て
「
改
正
府
令
」
と
い
う
。
）
の
施
行
の
日
（
平
成
二
十
二
年
七
月
十
七
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

２

改
正
府
令
附
則
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
こ
と
と
さ
れ
る
運
転
免
許
証
の
様
式
に
つ
い
て
は
、
旧
告

示
は
、
こ
の
告
示
の
施
行
後
も
、
な
お
そ
の
効
力
を
有
す
る
。


